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１．申請 

土地の所有者は、共同で、または個別に、以下の「簡易な調査」「自主管理計

画」をもって、都道府県知事等に申請する。 

（１）簡易な調査内容 

① 一般の人の立ち入りが制限されていること（公園等は対象外） 

② 周辺に飲用井戸がないこと 

③ 地下水の流れ方向の情報 

④ 履歴調査 

（２）自主管理計画の内容 

① 「新区域」内の土地の形質変更に伴う土壌の移動の記録、保存 

② 工事の施行方法(埋立地管理区域並み)、運搬時の飛散流出防止対策等 

 

２．指定・公示 

都道府県知事等は、受理した「簡易な調査」「自主管理計画」の妥当性を確認

し、新区域を指定・公示する。 

 

３.新区域の運用方法 

（１）事業者 

① 自主管理の実施 

② 「新区域」外に土壌を搬出しない場合、法第４条の届出は不要（年１回

まとめて事後届出） 

（２）都道府県等 

① 報告徴収・立入検査（自主管理確認） 

（３）その他 

① 「新区域」外に土壌搬出する場合、届出、調査 

② 一定の条件（第二種有害物質（ホウ素、フッ素等）が第二溶出基準適合）を満

たし、「新区域」外に土壌を搬出しない場合、「形質変更時要届出区域」

を「新区域」に変更可 

③ 一定の条件（水底土砂基準を満たすこと）を満たす場合、水面埋立利用等

での土壌の有効利用可 

以 上 
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